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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４１  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４２  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４３  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

（３） 

計画地では、地区計画若しくは建築協定により、建物高さ等の制限をする予定です

が、具体的な検討は今後行っていく予定です。決定次第、地元自治会を通じ関係す

る近隣住民様にはご報告したいと考えております。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４４  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４５  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４６  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４７  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４８  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４９  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№５０  

再見解書 

 

・見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在

検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有

形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議して

いく予定です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告した

いと考えております。ご理解賜りたく存じます。 
 

・計画地では、地区計画若しくは建築協定により、建物高さ等の制限をする予定で

すが、具体的な検討は今後行っていく予定です。決定次第、地元自治会を通じ関

係する近隣住民様にはご報告したいと考えております。ご理解賜りたく存じます。 

 

・関係法令を遵守致します。 

 

・条例上は「吹田市開発事業の手続等に関する条例」に定められた範囲の皆様に条

例に基づき見解書を提出させて頂きますが今回範囲外の住民様からのご意見も含

まれている事を吹田市よりお聞き致しましたので但し書きを記載させて頂きまし

た。尚、個人情報保護の観点より範囲外の住民様からのご意見と判別できないよ

うに、全ての見解書に但し書きを記載させて頂きました。ご理解賜りたく存じま

す。 

  

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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